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【政策】 

６－１ 文化と魅力を備えたまちづくり 

６－２ 魅力ある都心居住の場づくり 

６－３ 魅力をささえる交通環境づくり 

６－４ 災害に強いまちづくり 

６－５ 安全・安心の強化 

地域づくりの⽅向 ６ 
 

人間優先の基盤が整備された、 

      安全・安心のまち 

○ 次世代に誇れる文化と魅力を備えた都市を創り出します。 

○ ライフステージに応じて安全・安心に暮らし続けられる都心居住を実

現します。 

○ 人と環境に優しい交通ネットワークを形成します。 

○ まちの基盤や地域の防災力を向上させ、安全･安心のまちづくりをすす

めます。 

○ 犯罪や事故などを未然に防ぎ、安全・安心に生活できる地域づくりを

すすめます。 

地域づくりの方向の概要 

資料 １０－６－６
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  文化と魅力を備えたまちづくり 

 ６－１－１ 地域の特性を生かした市街地の形成 

 ６－１－２ 池袋副都心の再生 

  魅力ある都心居住の場づくり 

１６－２－１ 安全・安心に住み続けられる住まいづくり 

 ６－２－２ 良質な住宅ストックの形成 

⑥ 人間優先の基盤が整備された、安全・安心

のまち 

６－１ 

６－２ 

  災害に強いまちづくり 

１６－４－１ 自助・共助の取組みへの支援 

 ６－４－２ 被害軽減のための応急対応力向上 

６－４ 

１６－３－３ 自転車利用環境の充実 

 ６－１－３ 活力ある地域拠点の再生 

１６－４－４ 無電柱化の推進 

  魅力をささえる交通環境づくり 

１６－３－１ 総合交通戦略の推進 

 ６－３－２ 道路・橋梁の整備と維持保全 

６－３ 

  安全・安心の強化 

１６－５－１ 治安対策の推進 

 ６－５－２ 交通安全対策の推進 

６－５ 

 ６－１－４ 新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 

１６－４－３ 災害に強い都市空間の形成 

１６－４－５ 総合治水対策の推進 
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政策６－１ 

文化と魅力を備えたまちづくり 

○ 区民が快適に安心して生活でき、かつ、多彩な歴史や文化など地域の個性を育

みながら相互に調和した魅力あるまちをつくります。 

○ 池袋副都心では、都市再生緊急整備地域として、高度な防災機能と個性ある美

しい景観、文化によるにぎわいと活力を兼ね備えた都市再生をすすめます。 

○ 駅周辺では、人々が活発に交流し、にぎわう地域拠点の再生をすすめます。 

○ 新・旧庁舎周辺は、建物と連携し賑わいを創出するまちづくりをすすめます。 

○ 区民、事業者等の参加と協働のもと、愛着と誇りを感じられる人と環境にやさ

しいまちづくりをすすめます。 

政策と施策の構成 

政策の概要 

  文化と魅力を備えたまちづくり 

 ６－１－１ 地域の特性を生かした市街地の形成 

 ６－１－２ 池袋副都心の再生 

６－１ 

 ６－１－３ 活力ある地域拠点の再生 

 ６－１－４ 新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 
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【現状と課題】 

○（現状）平成 27 年 3 月に「豊島区都市づくりビジョン」を策定し、基本理念に掲げ

た「次世代が誇れる文化と魅力を備えた都市の創造」の実現に向け、計画的な都市づ

くりを推進しています。 

○（現状）平成 27 年 12 月に景観行政団体へ移行し、平成 28 年 3 月には「豊島区景観

計画」を策定して、個性ある美しい景観づくりに取り組んでいます。 

○（現状）池袋副都心の再生や木造住宅密集地域の改善などの都市整備プロジェクトが

本格的に動き始め、都市の姿が大きく変わろうとしています。 

○（課題）こうした都市づくりにあわせて、地域の特性を 大限に惹き立て、都市の価

値を高める市街地の形成や景観の創出が必要です。 
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施策 6-1-1 地域の特性を生かした市街地の形成 

  

 政策６－１ 文化と魅力を備えたまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【施策の目標】 

○ 地域の特性を踏まえた魅力ある都市づくりを推進します。 

○ 安全・安心で快適に暮らせる都市を実現します。 

○ 四季の彩りに包まれた環境に優しい都市空間を形成します。 

○ 文化の彩りと回遊性の広がりが生み出すにぎわいと活力を創出します。 

 

豊島区の都市構造図 地区計画届出件数の推移 

出典；豊島区都市づくりビジョン 出典；豊島区の街づくり２０１５ 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

多様な主体との協働による都市づくりや、地域の特性を活かしたまちづくりを推進し、都

市の魅力を高めていきます。 

〔取組内容〕 

○豊島区都市づくりビジョンの推進 

今日の複層化する課題に的確に対応するため、行政分野の枠組みを超えた政策連携を推

進し、多様な主体との協働による効果的な都市づくりを実現する仕組みづくりに取り組み

ます。 

○豊島区景観計画による新たな景観施策の展開 

これまでのアメニティ形成の取組を踏まえつつ、豊島区景観計画に基づき、地域の特性を

生かした個性ある美しい景観を創出するための施策を展開します。 

○地域の魅力を高める地区計画の活用 

地域の特性に応じたきめ細やかなまちづくりを推進するため、都市計画法に基づく地区

計画制度を活用し、魅力ある街並みを形成します。 
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【現状と課題】 

〇（現状）池袋駅の一日平均乗降客数は 250 万人を超え、全国 2 位となっています。 

◯（現状）池袋駅からサンシャインシティ周辺まで商業、業務、文化、芸術などの多彩

な都市機能が集積しています。 

◯（現状）東日本大震災の当日は、公共交通網が混乱し、池袋駅では多数の帰宅困難者

が発生しました。 

◯（課題）池袋駅の東西は、鉄道や創業施設により地上部が分断されており、乗降客の

約 7 割が乗換え利用であり、駅の賑わいがまちへ広げることが課題です。 

○（課題）大規模災害の発災時に発生が想定される大量の滞留者や帰宅困難者への対策

は急務となっています。 

 

施策 6-1-2 池袋副都心の再生 

【施策の目標】 

〇 国際拠点池袋の魅力を高めるために、文化芸術機能を強化するとともに都市機能を

集積させ、国際アート・カルチャー都市を形成し、東京の国際競争力を強化します。 

○ 都市基盤や街区の再編と併せ、駅前広場や東西デッキ等の整備により、回遊性･利便

性の高い歩行者中心のまちに都市構造を転換していきます。 

〇 都市再生事業と連動したエリア防災対策を進め、災害時の対応力を強化していきま

す。 
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池袋駅の一日平均乗降客数 

出典；鉄道事業者発表より集計 

  

 政策６－１ 文化と魅力を備えたまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

自駅乗降

24%

乗換え利用

76%

出典；池袋副都心交通戦略（H23）より 

池袋駅利用者の内訳 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

池袋副都心の個性と魅力をより一層高めていくとともに、誰もが集い、憩える歩行者中

心の都市空間を創出していきます。また、都市の機能更新に合わせて災害対策の取組みを

強化し、地域の防災性を高めていきます。 

〔取組内容〕 

〇池袋副都心再生の推進 

池袋副都心の顔となる池袋駅地区の将来像を描き、具体的なまちづくり事業を展開する

ためのガイドラインを策定します。  

〇池袋駅東西連絡デッキ整備の推進 

池袋を訪れる来街者の回遊性を確保し、歩行者の安全性と利便性の向上を図るため、鉄

道施設上空を活用し、まちの東西を直接結ぶ自由通路整備を推進します。 

〇池袋駅西口駅前街区まちづくりの推進 

地元の権利者の皆さまと共にまちづくり事業を推進していきます。池袋副都心の玄関口

にふさわしい、賑わいと個性を有し、環境と防災にも優れた池袋駅西口地区の再生を目指

します。 

〇南池袋二丁目地区のまちづくりの推進 

街区再編まちづくり制度を活用し、池袋副都心に隣接した立地特性を生かした安全・安

心で快適なまちづくりの実現を目指します。 

〇造幣局地区まちづくりの推進 

池袋副都心と木造住宅密集地域に隣接する立地特性を生かし、災害に強く、文化とにぎ

わいを創出するまちづくりに取り組みます。 
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【現状と課題】 

○（現状）池袋駅以外の各鉄道駅周辺は、地域に親しまれる一定規模の商業・業務地が

形成されています。それらの駅周辺では、これまで順次、関係機関と協力して、駅舎

の改造、駅前広場や周辺道路の再整備をしています。 
○（課題）これからも、各駅周辺では、快適な歩行者空間の充実や地域特性を生かした

まちづくりを行っていく必要があります。 
○（課題）高齢や障害に関係なく区民の誰もが社会や地域の活動に参加しながら、安全

で快適に自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境づくりが求められて

います。 

 

施策 6-1-3 活力ある地域拠点の再生 

【施策の目標】 

○ 池袋以外の駅周辺は、人々が活発に交流し、にぎわうまちとして、都市の機能を更

新･集積するなど、個性を生かした活力と魅力ある地域の拠点として再生します。 

○ 駅周辺では、利便性や賑わいの向上を図り、地域の歴史や文化特性を生かしたまち

づくりをすすめるため、駅前広場や駐輪場を整備し、安全で快適な歩行者空間を創出

します。 

  

 政策６－１ 文化と魅力を備えたまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

単位：万人 単位：万人 単位：万人
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

池袋駅以外の駅周辺については、それぞれの地区の個性を生かした整備や維持管理を

進めるとともに、安全で快適な歩行者空間の確保に取り組みます。 

〔取組内容〕 

〇大塚駅周辺整備の推進 

駅前広場の改修、自転車駐車場の整備により、交通結節機能の向上を図るとともに歩行

者に優しい空間整備を地元と協議をしながら進めていきます。 

〇駅前広場等の維持管理 

大塚駅の自由通路、東長崎駅・椎名町駅の自由通路と駅前広場を地域の方々などが安全

で快適に利用できるよう維持管理をしていきます。 

〇バリアフリー化整備の推進 

「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に基づき、エレベーター設置などのバリアフリー

化整備を関係事業者との協働により推進していきます。 

〇ホームドア整備の推進 

「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に基づき鉄道事業者が実施するホームドア整備

事業に対して、東京都との協調補助を実施していきます。 
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【現状と課題】 

○（現状）池袋駅の東口は、サンシャインシティ方面の一点に歩行者の流れが集中し、

面的な広がりがありません。 
○（現状）新庁舎整備を契機として、庁舎跡地は新ホールと民間活用をはかり、新た

なにぎわい拠点となります。 
○（現状）新庁舎周辺のグリーン大通りではオープンカフェやマルシェを実施し、道

路空間の新たな活用方法を検討しました。 
○（課題）近年、庁舎跡地周辺では民間による開発事業が活発化しており、庁舎跡地

周辺のまちづくりを展開することで、池袋副都心全域での魅力と回遊性を高めていく

必要があります。 
○（課題）今後は国家戦略特区との関連を整理しながら、エリアマネジメントに基づ

く住民主体のまちづくりが確立できるよう調整を進めていく必要があります。 
 
 

施策 6-1-4 新・旧庁舎を活用した文化にぎわいの創出 

【施策の目標】 

○ 新庁舎周辺は、新たな文化拠点として、魅力あるアプローチ動線の再生や他のに

ぎわい拠点との連携により、快適な都市空間を形成し、人々の回遊性を高めます。

○ 旧庁舎と公会堂、区民センターの敷地は、中池袋公園と南北区道を含め、新たな

にぎわい拠点として再生し、文化を核とした広範なまちづくりのネットワーク形成

を推進します。 

  

 政策６－１ 文化と魅力を備えたまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

歩行者流動量（７時～１９時） 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

新庁舎周辺における道路空間の有効活用、旧庁舎周辺では土地の高度利用など、新・旧庁舎

を活用したまちづくりを推進することで、人々の回遊性を高め、新たな賑わいを創出します。

〔取組内容〕 

〇新庁舎周辺まちづくりの推進 

グリーン大通りは社会実験の実施、エリアマネジメントの立上げ支援などによる道路空間の

有効活用、南池袋公園周辺は地区での個性を高めるまちづくりを検討していきます。 

○庁舎跡地の活用 

一体的な活用により土地の高度利用を図るとともに周辺の商業店舗等と連携し、文化の魅力

を発信するまちづくりに取り組みます。 

〇旧庁舎周辺まちづくりの推進 

道路空間と一体となったにぎわいやみどりの創出、個性ある快適な都市空間の形成、ユニバ

ーサルデザインによるまちづくりを進め、人々の回遊性を高めます。 

〇庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備の推進 

庁舎跡地及び新庁舎整備に伴い、周辺道路をダンベル型都市づくりの視点から総合的、計画

的にそれぞれを結ぶ軸を整備します。 
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政策６－２ 

魅力ある都心居住の場づくり 

○ 人と環境にやさしく安全・安心に暮らし続けられる都心居住の実現をめざ

して、地域特性を活かした快適で魅力ある住まいづくりを進めます。 

○ 様々なライフステージ、ライフスタイルに応じた多様な住まいを確保し

て、暮らしやすい住環境をつくります。 

○ 空き家、空き室等の有効活用を含め、良質な住宅ストックの形成に努める

とともに、地域の価値の向上を図ります。 

政策と施策の構成 

政策の概要 

  魅力ある都心居住の場づくり 

 ６－２－１ 安全・安心に住み続けられる住まいづくり 

 ６－２－２ 良質な住宅ストックの形成 

６－２ 
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【現状と課題】 

○（現状）区の世帯数は、平成 17 年から平成 22 年までの間に約 2 万 3 千世帯増加し、

166,214 世帯となりました。世帯類型別にみると、特に「単独世帯」の増加が著しく、

全世帯に占める割合は、平成 22 年で約 6 割となっており、独居の高齢者数も増加傾

向にあります。一方、「ファミリー世帯」については、世帯数は増えているものの、

割合は 2 割強となっています。 

○（現状）23 区の中で比較すると、「単独世帯」の割合は新宿、渋谷区に次いで高く、

ファミリー世帯の割合は渋谷、新宿、中野区に次いで低くなっています。 

○（課題）バランスのとれた世帯構成を基盤とした活力あるコミュニティを形成するた

めには、ファミリー世帯の定住化を促進することが求められています。また、バリア

フリー対応など高齢化進展による住宅利用環境の改善が必要です。 
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フ ァ ミ リ ー 世 帯 夫 婦 の み 単 独 世 帯 そ の 他

 

施策 6-2-1 安全・安心に住み続けられる住まいづくり 

  

 政策６－２ 魅力ある都心居住の場づくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【施策の目標】 

○ 様々な世代やライフステージ・ライフスタイルを大切にした住まいづくりを進め

るとともに、住み替える必要が生じたときに、適切な住宅が確保できるよう、地域の

住宅ストックを充実します。 

○ 区営住宅の活用、家賃助成などを組み合わせて、住宅に困窮した場合の対応を充実

するとともに、身体機能が低下しても、住み慣れた地域に住み続けられるよう、福祉

と連携した住宅を確保していきます。 

豊島区の世帯類型別構成比 単身世帯とファミリー世帯の割合 

出典：（国勢調査） 出典：（平成 22 年国勢調査） 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

ファミリー世帯の定住化を促進する家賃助成や、高齢化に対応した住まいの提供など、

ライフステージ・ライフスタイルに応じた住宅の供給誘導及び安心居住を支援します。 

〔取組内容〕 

○区営住宅等維持管理の充実 

 低居住面積水準の住宅を自力で確保することが困難な低額所得者、または、ひとり暮ら

しや高齢者のみの世帯等に対して民間賃貸住宅市場よりも低廉な家賃で区営住宅等を賃貸

します。 

○家賃助成の充実 

 豊島区内の民間賃貸住宅に転入・転居したファミリー世帯に家賃の一部を助成します。ま

た、高齢者世帯の方で、取り壊し等により転居する場合に家賃の一部を助成します。 

○ケア付き住まい提供支援 

 民間活力を活用しケアの専門家が日中常駐し、高齢者の安心を支えるサービスを提供す

るバリアフリー化された民間賃貸住宅の供給を誘導します。 

○高齢者等の入居支援の充実 

 民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者に対して、賃貸住宅の情報提供等と身元保証等を行

います。 

○住宅修繕・リフォーム資金助成の充実 

所有する住宅の修繕工事及びリフォーム工事を行う場合に、一定の資格を有する方に工

事代金の一部を負担します。 

 

高松三丁目第三アパート 
西巣鴨二丁目第二アパート 
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【現状と課題】 

○（現状）住宅戸数は年々増加していますが、平成 25 年の住宅数は 192,660 戸で平成

20 年と比べて 24,410 戸増えています。内訳は居住世帯のある住宅が 161,590 戸、居

住世帯のない住宅が 30,370 戸となっています。空き家率が 15.8％と 23 区中 も高

くなっています。居住世帯のない住宅の内訳では、賃貸用の住宅が 25,450 戸と 83.8%

を占めています。 

○（現状）住宅の所有関係では、持家が 40.9%、借家が 51.9％となっています。借家の

中でも民営借家の割合は 49.0％、公的借家は全体の 1.5%と国及び東京都を大幅に上

回っています。 

○（課題）世帯総数に占める 低居住面積水準未満の割合は 20.7%で 23 区中 3 位の高

さとなっています。そのため、狭小な住戸面積の住宅の割合と世帯人数に応じた居住

面積が確保された住宅との割合が適正となるように対策を講じる必要があります。 

○（課題）共同住宅の非木造の割合が 81.5%となっていることから、老朽化を迎えるマ

ンションの改修、建替えなどが必要ですが、居住者の高齢化等様々な課題が生じ、大

規模改修などを円滑に行うために対策を講じる必要があります。  

 

 

 
 

施策 6-2-2 良質な住宅ストックの形成 

【施策の目標】 

○ 分譲マンション・賃貸マンション・戸建住宅の適切な維持管理を促進します。 

○ 狭小な住戸面積に偏った住宅ストックバランスの適正化を図ります。 

○ 区民の発意による空き家等既存ストックを有効活用したリノベーションまちづく

り活動を支援し、身近な住環境の改善を進めます。 

  

 政策６－２ 魅力ある都心居住の場づくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

住宅と空き家の推移 



- 16 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

快適な居住環境を確保するため、住宅ストックの適切な維持管理を促進し、住宅ストック

バランスの適正化を図るとともに、遊休不動産を活用したリノベーションまちづくりを推

進します。 

〔取組内容〕 

○住宅マスタープラン重点プロジェクトの推進 

多様化する住宅課題を解決するため、人材を育成しネットワークを広げて支援組織・協力

組織など協働による区民組織を育成する「住まいづくり協働プロジェクト」と空き家・空き

室を活用した「住宅活用プロジェクト」を推進していきます。 

○リノベーションまちづくりの推進 

「民間主導の公民連携型まちづくり」であるリノベーションまちづくりの手法により、

区内で増加する空き家・遊休不動産を活用することで都市・地域経営課題を解決し、住んで

働いて暮らせる持続可能なまちの実現を目指します。 

○マンションの適正管理の推進 

分譲マンションの維持管理に関する意識向上を図り、快適なマンション居住を支援する

ため、専門家によるセミナーの実施、および、管理組合が大規模修繕を計画的に実施するた

めに調査費用の一部等を助成します。 
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政策６－３ 

魅力をささえる交通環境づくり 

○ 自動車交通に過度に依存しない交通体系の確立を目指し、人と環境にやさ

しく、都市の活力や魅力づくり、生活環境の快適性をささえる交通環境を形

成していきます。 

○ 歩行者、自転車、自動車の交通モードを適切に配分し、みどりなどが調和

した安全で快適な道路空間の整備をすすめていきます。 

○ 既存ストックの有効活用と環境負荷の小さい循環型社会の構築に向け、道

路・橋梁の維持管理を予防保全型に転換していきます。 

政策と施策の構成 

政策の概要 

  魅力をささえる交通環境づくり 

 ６－３－１ 総合交通戦略の推進 

 ６－３－２ 道路・橋梁の整備と維持保全 

６－３ 

 ６－３－３ 自転車利用環境の充実 
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【現状と課題】 

○（現状）豊島区内の都市計画道路の完成率は約 65％（平成 26 年度末）で、5 路線 7 区間の

特定整備路線が事業化され、現在事業中の環状 5 の 1 号線、補助 81 号線、補助 173 号線な

どが完成を予定する平成 32 年度末には約 87％になる見込みです。 

〇（現状）池袋駅周辺は、駅前に流入する通過車両により自動車と歩行者が輻輳しており、歩

行者が安全・安心に通行することが懸念されております。 

〇（課題）都市計画道路の整備促進により変化する交通環境を捉えて、鉄道との立体交差化に

よる踏切解消やバス路線を再編するほか、あらゆる交通手段のあり方を総合的に検討し、あ

らたな交通ネットワーク網を形成していく必要があります。 

〇（課題）池袋駅周辺では、環状 5の 1 号線地下通路の完成により通過車両の大幅な減少が予

測され、快適に回遊できる歩行者空間を拡大するとともに、指定された特定都市再生緊急整

備地域による官民一体となった都市再生事業を活発化し、新たな拠点として東京メトロ副都

心線の新駅設置に向けて協議していく必要があります。 

 

施策 6-3-1 総合交通戦略の推進 

  

 政策６－３ 魅力をささえる交通環境づくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【施策の目標】 

○ 交通弱者の移動の確保や渋滞など交通に起因する環境負荷の低減とともに、快適

な生活環境の確保、都市の活力や魅力の向上を目指し、まちづくりと都市交通が連携

した総合的かつ戦略的な取組を進めていきます。 

○ すべての区民が安心して容易に外出できるよう、各交通手段との連携を踏まえた

交通体系を構築していきます。 

◆池袋駅乗降客数（人／日） ◆有楽町線東池袋駅乗降客数(人／日) 

出典：鉄道事業者発表より集計 出典：鉄道事業者発表より集計

2,440,000

2,460,000

2,480,000

2,500,000

2,520,000

2,540,000

2,560,000

2,580,000

2,600,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度 平成26年度



- 19 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

副都心としての交通戦略や交通政策を推進するとともに、バス運行への支援などを通

じて、区民が安全・快適に過ごせる道路ネットワークを形成していきます。 
〔取組内容〕 

〇池袋副都心交通戦略の推進 

交通戦略は、池袋副都心の顔として「人が主役」となる魅力ある歩行者空間等を創出す

るため、学識経験者・国・東京都・地元団体などで構成される交通戦略委員会を運営し、

LRT 等新公共交通システムの導入検討も含め、街づくりと連動しながら目標とする交通環

境を実現していきます。 

〇地域交通政策の推進 

都市計画道路の整備が進み、交通ネットワークの改善効果が期待され、池袋副都心の再

生事業が大きく展開を見せている中で、人に優しい交通環境の構築に向けて、健常者から

交通弱者に至るまでバリアなく外出の機会を創出するため、各交通手段のあり方を総合

的に調査・検討し、区全体の交通政策として整理します。 

〇地域公共バス運行の支援 

高齢社会への対応と地域の活性化をコンセプトに、学識経験者・国・東京都・地元団体

などで構成される地域公共交通会議を運営しコミュニティバスの導入等、区民の地域内

移動ニーズについて調査や検証を行うとともに、池袋副都心の東西への回遊性の向上と

いう区のコミュニティバス構想を補完する路線 1系統に対する支援を行ないます。 
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【現状と課題】 

○（現状）豊島区内の道路の総延長は、国道、都道、区道、私道等を合わせて約 451

㎞あり、その約 63％となる 283.9 ㎞は区道として豊島区が管理しています。 

○（現状）道路は、交通の動脈であるばかりでなく、緊急時の物資輸送、災害時の活

動や避難経路など防災上の重要な役割を担い、また、まちの骨格と生活基盤を形成

しています。 

○（課題）都市計画道路など新たな道路づくりを効率的に進めるとともに、地域の大

切な資産となる道路整備が必要です。 

○（課題）道路や橋梁等の管理を対症療法型から予防保全型への転換を図り、またコ

スト縮減を図るため、既存ストックの有効活用をすすめていく必要があります。 
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施策 6-3-2 道路・橋梁の整備と維持保全 

【施策の目標】 

○ 安全・快適で地域の価値を高める道路整備を進めていきます。 

○ 施設の長寿命化やライフサイクルコストの 小化、更新時期の平準化などによ

り、既存ストックの有効活用をすすめ、道路・橋梁の安全なネットワークを構築し

ていきます。 

  

 政策６－３ 魅力をささえる交通環境づくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

遮熱性舗装の実績

出典：道路整備課作成資料 出典：道路整備課作成資料
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

人が主役となる、道路・橋梁の適切な整備・維持管理に取り組んでいきます。 
〔取組内容〕 

○区道・橋梁等維持管理の充実 

道路の陥没等の破損修復は、随時速やかに対応できる体制で適正に維持管理を行い

ます。さらに橋梁及び道路構造物（擁壁等）については、５年ごとに近接目視による

定期点検を実施し、対症療法型から予防保全型へ維持管理方法の転換を図ります。 

○都市計画道路整備の推進 

都市計画道路は、地域の防災性を強化するため、一定の道路空間を確保し、災害時

には避難路や延焼遮断帯としての機能が発揮できるように整備します。 

○区道の高機能化・バリアフリー化の推進 

既存区道は、排水施設の改良、環境に配慮した舗装の推進、歩道の設置及び拡幅、

バリアフリー化の推進、樹木の新たな植栽など、付加価値の高い道路整備をめざしま

す。また、地域との連携を強化し、地域の個性を引き立てるデザインや構造などを積

極的に取り入れていきます。 

 

(巣鴨地蔵通り) (メトロポリタン通り)
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【現状と課題】 

○（現状）豊島区では放置自転車対策を喫緊の課題と捉え、鉄道事業者等の協力の下

「駐輪場の整備」と「放置自転車等の防止」の施策を強く推進した結果、放置自転車

の台数は激減しています。 

○（現状）平成 27 年 4月現在、「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」によ

る整備目標台数（6,500 台）を計画期間内に達成しました。 

○（課題）駅周辺の駐輪需要が満たされていない地域があると伴に、既存の自転車施設

が老朽化してきているため、今後も整備・改修が必要です。 

○（課題）午前中の放置台数は減っているものの、夕方から夜間にかけての短時間放置

が目立ってきているため対策が必要です。 

施策 6-3-3 自転車利用環境の充実 

【施策の目標】 

○ 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、都や隣接自治体と連携して、安

全で快適な自転車の走行環境の整備を進めていきます。 

○ 駐輪場の拡充や設備更新等により自転車の利用環境を充実していきます。 

○ 自転車の放置対策を継続し、放置自転車の発生を抑制していきます。 

◆区内駅の放置台数の推移（総計） 
【自転車と原付の合計】

出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査(東京都調査） 
毎年 10 月または 11 月の晴天の平日午前 11 時に調査

  

 政策６－３ 魅力をささえる交通環境づくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

◆駅周辺における放置自転車等の実態調査 

【時間帯による比較】
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出典：駅周辺における放置自転車等の調査（平成 27 年 10 月） 
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【放置自転車等対策クリーンキャンペーン】       【池袋駅南自転車駐車場】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

安全で快適な自転車の走行環境の整備を進めるとともに、駐輪施設の整備や啓発活動を

通じて、放置自転車の発生を抑制していきます。 
〔取組内容〕 

〇自転車道等利用環境の整備 

東京の道路事情に応じた、安全で快適な自転車走行空間の整備を推進します。 

〇駐輪施設の整備と管理運営 

駅周辺の駐輪需要に見合う駐輪施設の整備を推進します。また、老朽化した施設の改修

及び、利用しやすい施設の整備を推進します。 

〇放置自転車等の防止対策 

放置自転車の多い時間帯や地域への重点的な撤去活動を推進します。また、放置自転車

等対策クリーンキャンペーンの実施や巡回指導員による放置防止・駐輪場利用のルール・

マナーの啓発活動を推進します。 
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政策６－４ 

災害に強いまちづくり 

○ 区民のだれもが安心して日常生活を送ることができるよう、地域防災力を

高め、災害に強い情報網の確立と都市基盤の整備などにより、安全・安心な

まちづくりをすすめます。 

○ また、区民生活を脅かす様々な災害に対し、予防措置とともに機動的かつ

横断的な対応力を強化していきます。 

政策と施策の構成 

政策の概要 

  災害に強いまちづくり 

 ６－４－１ 自助・共助の取組みへの支援 

 ６－４－２ 被害軽減のための応急対応力向上 

６－４ 

 ６－４－３ 災害に強い都市空間の形成 

 ６－４－４ 無電柱化の推進 

 ６－４－５ 総合治水対策の推進 
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【現状と課題】 

〇（現状）多くの大規模災害の教訓からも明らかなように、特に発災直後においては、

自助、共助による災害への対応力が、地域の明暗を分けるといっても過言ではありま

せん。日頃からの防災・減災についての知識や事前の備えが、災害発生時には、大き

な意味を持ってきます。 

〇（課題）東日本大震災発生時の教訓から、池袋駅を中心に、区内で大量に発生が予想

される帰宅困難者への対応も、鉄道事業者や駅周辺の事業者と連携し、対策を進めて

いかなければなりません。 

〇（課題）災害時には、混乱の中でも、個々人の適切な行動と地域防災組織や事業者の

組織的な対応が必要になります。そのためには、地域での自主的な防災訓練や、帰宅

困難者訓練、救援センター開設運営訓練などを平常時から反復して行う必要があり、

その実施を支援し、区民、事業者の参加を促進していく必要があります。 

 

施策 6-4-1 自助・共助の取組みへの支援 

  

 政策６－４ 災害に強いまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【施策の目標】 

〇 「自らのまちは自らの手で守る」ため、区民や地元企業が自助・共助の取り組みを、

より一層、推進する必要があり、その意識啓発を進めていきます。 
〇 地域防災組織や企業が、混乱した災害時においても組織的な対応を取ることがで

きるように、訓練等への参加を促進するとともに、自主的な訓練実施への支援を進め

ていきます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生時の

行動力が高まっている

震災時の避難、救援体制など、街全体として災害へ

の備えができている

建物の耐火･耐震化や、狭い路地の解消など、災害

に強いまちづくりが進んでいる

集中豪雨による都市型水害が発生する不安が少な

い

治安がよく、安心して暮らせる

交通事故が少ない

目指すべき生活環境に対する「現在の評価」―安全・安心―
どちらかというとそう思う どちらともいえない どちらかというとそう思わない

豊島区基本計画策定のための区民意識調査（平成26年10月）
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

地域防災訓練や地域防災組織育成のための支援を行うとともに、防災に関する区民への意

識啓発や適切な防災指導の取り組みを通じて、地域の防災力の向上を推進していきます。 
〔取組内容〕 

○地域防災訓練及び合同防災訓練の実施 

地域の実情も含めて、各町会単位で実施している地域防災訓練は、全ての町会で、年１回

以上行っており、今後も、実働訓練として、さらなる内容の充実を図っていきます。また、

合同防災訓練は、救援センターごとに実施しており、複数の町会が参加して実施しています。

今後、救援センターの開設・運営訓練として充実させていきます。 

○防災意識の啓発 

防災に対する区民の意識啓発のため、分かりやすい防災関係資料やパンフレットを作成し

ていきます。また、従来からの安全安心メールやホームページに加え、ＴｗｉｔｔｅｒやＦ

ａｃｅｂｏｏｋといった、ＳＮＳによる情報発信にも力を入れていきます。 

○防災指導の充実 

現在も配置している区の防災指導員は、他区には見られないユニークな制度であり、これ

により区と地域防災組織と連携が深まっていることから、今後も引き続き指導員を配置し、

その資質と指導内容の向上を図っていきます。 

○地域防災組織の育成 

町会を中心とした地域防災組織の育成のため、自主的な防災活動への取り組み状況に応じ

て、組織運営費等に対する適切な助成を続けていきます。 
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【現状と課題】 

〇（現状）災害対策本部は、区内に 51 台の「防災カメラ」を設置すると同時に、世

界初となる「群衆行動解析技術」も兼ね備えた、他の自治体に類を見ない 新鋭の

防災システムとなっています。 
〇（課題）このシステムを駆使し、情報収集を行うとともに、その情報を適切に処理

し、迅速な意思決定のもと、速やかな応急活動に繋げる必要があります。 

〇（課題）被災者を救出救護するための防災関係機関への情報提供、区民などへ向け

た複数媒体を通じての災害情報の発信（配信）など、情報の収集、処理（意思決定）、

発信（配信）を一元的に管理・実行していくための体制強化を図っていく必要があ

ります。 
〇（課題）防災協定締結自治体や区内の各種団体との実効性ある連携方法を進め、被

災区民の早期の生活安定のため、被害認定調査及びり災証明書発行に関わる訓練、

被災者台帳作成の体制整備など事前復興対策にも取り組む必要があります。 

 

 
 

施策 6-4-2 被害軽減のための応急対応力向上 

【施策の目標】 

〇 新鋭の総合防災システムを駆使し、区民の安全・安心を常に見守っていきます。

〇 災害時に効率的に応急活動を行うため、災害対策本部機能を強化し、備蓄物資や

防災資機材等を充実させます。 

〇 防災関係機関相互の連携を強化しつつ、区内の各種団体との防災協定締結や、防

災協定締結都市との広域的な相互支援など、広く連携の方法や体制を確立していき

ます。 

〇 復旧・復興を迅速かつ着実に推進できる体制と、事前復興対策にも注力していき

ます。 

  

 政策６－４ 災害に強いまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

( 11.0)

( 13.0)

( 14.3)

( 22.5)

( 34.3)

( 38.4)

( 40.2)

交通事故が少ない

集中豪雨による都市型水害の不安が少ない

家庭、住民の防災意識や災害発生時の行動

力が高まっている

無回答

建物の耐火･耐震化、狭い路地解消など、災

害に強いまちづくりが進んでいる

治安がよく、安心して暮らせる

震災時の避難、救援体制など、街全体として

災害への備えができている

目指すべき生活環境に対する「今後の優先度」（複数回答）

単位：％

豊島区基本計画策定のための区民意識調査（平成 26 年 10 月） 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

新しい総合防災システムを適切に運用していくとともに、区としての防災危機管理体制

の見直しに加え、災害時の区内備蓄物資等のさらなる充実を図っていきます。 
〔取組内容〕 

○防災関係システムの整備と運用 

現在、すでに区が導入していた防災関係システム(防災行政無線、被災者生活再建支援シス

テム、など)に加え、新たな「総合防災システム」を導入したことにより、新しいシステム

運用の確立を目指していきます。 

○防災行政無線のデジタル化 

現在、アナログ方式である同報系防災行政無線について、今後、デジタル化を図っていきま

す。 

〇被災者生活再建支援の庁内体制の確立 

システムの適切な運用による、被災者への漏れのない支援を実現できる体制を整えていき

ます。 

〇救援センター等の備蓄物資の充実 

現在、区には避難生活者の１日分の食料備蓄を行っています。今後、検討を進め、更なる

備蓄の充実に努めていきます。 
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【現状と課題】 

○（現状）国の地震対策調査委員会は、南関東において今後 30 年以内に 70％の確率

で、マグニチュード 7 クラスの大地震が発生すると発表しています。 

○（現状）区面積の約 4 割を占める木造住宅密集地域（木密地域）には、焼失や倒壊

の恐れのある建物や狭あい道路が多く、公園等の空地が不足し、未接道地が散在する

など、大規模地震等による被害を拡大する危険性があります。 

○（現状）木密地域不燃化 10 年プロジェクトによる都施行の特定整備路線（5 路線･7

区間･約 5.3 ㎞）が事業化され、今後、市街地環境の大きな変化が生じてきます。 

○（課題）このため、市街地の不燃化･耐震化とともに、道路整備を契機とする沿道

や駅周辺地区等のまちづくりを進めていく必要があります。 

○（現状･課題）また、大規模地震直後の応急活動に不可欠な特定緊急輸送道路の沿

道建築物の耐震化は対象建築物の 16％に留まっており、今後とも重点的に推進する必

要があります。 

○（課題）被災後の都市復興を区民とともに早期に進めていくための取り組みも必要

です。 

 

 

 

 

施策 6-4-3 災害に強い都市空間の形成 

【施策の目標】 

○ 延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機能確保、安全な市街地の形成、避難路の安全

性の確保などにより市街地の防災性を高めていきます。 

○ 被災後の迅速な都市復興を図るため、関係機関等との協働を推進していきます。 

  

 政策６－４ 災害に強いまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

0.78
0.8

0.82
0.84
0.86
0.88

H23 H24 H25 H26

事業地区 建物の耐震化率 

出典：地域まちづくり課作成資料 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

震災を予防し、被害の拡大を防止するため、延焼遮断機能を高め、建築物の不燃化･耐

震化、狭あい道路の拡幅や空地の確保などによる木造住宅密集地域の改善整備を進める

とともに、緊急輸送道路の機能確保に取り組みます。また、被災から早期に都市を復興

する準備を事前に進めていきます。 

〔取組内容〕 

○地域の防災性の向上 

木造住宅密集地域内の狭あい道路や主要生活道路等の拡幅や公園･広場の整備をすす

め、併せて老朽住宅等の建替えを促進し、地域の防災性とともに、住環境の改善を進め

ていきます。 

○木密地域不燃化 10 年プロジェクトの推進 

不燃化特区制度による各種支援策を効果的に活用した市街地の不燃化とともに、特定

整備路線沿道で都市防災不燃化促進事業による建替え支援策を講じて延焼遮断機能を向

上するなど、都と区が連携して木密地域不燃化 10 年プロジェクトを集中的･重点的に進

めていきます。 

○沿道まちづくりの推進 

特定整備路線に伴い変化する市街地環境を改善するため、路線沿道や路線に近接する

鉄道駅周辺地区において、街区再編や共同化等の具体的なまちづくり事業を実施してい

きます。 

○建築物の耐震化の推進 

震災時に、避難･救急消火活動･緊急支援物資の輸送や復旧活動を支える緊急輸送道路

での建築物の倒壊による閉鎖を防ぐとともに、建築物の倒壊による被害を防止するため

に支援します。 
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【現状と課題】 

○(現状)池袋駅を中心に、各企業者による単独地中化を主として無電柱化整備が行

われています。 

○(現状)区道全体延長 283.9 ㎞のうち、無電柱化済み延長が約 17.5 ㎞（約 6.2%）

です。 

○(課題)区道は、狭小な生活道路が多く歩道幅員 2.5ｍ以下、あるいは、歩道の無

い道路が大多数を占めているので、新たな地下設備を埋設する空間の確保が課題

です。 

○(課題)変圧器など無電柱化に必要な地上機器の設置場所の確保が必要となりま

す。 

 

施策 6-4-4 無電柱化の推進 

【施策の目標】 

○ 区内全域で無電柱化を実現し、『電柱ゼロ都市』を目指します。 

○ 無電柱化により、災害に強いまちを目指します。 

○ 無電柱化により、美しいまち並みを創出します。 

  

 政策６－４ 災害に強いまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【区道の無電柱化状況図】 

 

全体延長 完 成 事業中・計画 

国 道    4.8km 

都 道   15.5km 

区 道 283.9km 
出典：道路整備課作成資料 
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○巣鴨地蔵通り 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

既存区道の無電柱化モデル 3 路線で先行実施し、無電柱化の課題解決方法を確立します。 

また、既存の区道の無電柱化を一層効率的に推進します。 

[取組内容] 

〇モデル路線の整備の推進 

「学習院椿の坂」、「立教通り」、「巣鴨地蔵通り」の無電柱化を早期に実施します。 

〇優先路線の整備の推進 

防災公園、西巣鴨橋、目白小学校周辺区道において道路整備に併せて無電柱化を実施します。

【現状写真】 【無電柱化後 イメージ図】
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【現状と課題】 

〇（現状）東京においては、台風だけでなく、地球温暖化やヒートアイランド現象

などの影響から、近年、時間 50 ㎜を超える豪雨が増加しています。 

〇（現状）市街化の進行により、雨水が地下に浸透しづらくなり、短時間に河川に

集中して流れ込むことから生ずる河川の氾濫や下水道管からの吹き出しなど、いわゆ

る都市型水害が発生しています。 

〇（課題）豪雨対策など治水事業は、一朝一夕に進むものではなく、抜本的な対策

である河川や下水道の整備と合わせて、敷地内の雨水浸透施設を設置するなど、区民

や企業などの「民」と課題を共有して取り組むことが必要です。 
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施策 6-4-5 総合治水対策の推進 

【施策の目標】 

〇 大雨や台風などによる水害から区民の生命を守ることを目指します。 

〇 出水時も必要不可欠な都市機能を確保することを目指します。 

〇 水害による財産被害の軽減を目指します。 

◆時間50㎜以上の豪雨発生率の経年変化

出典データ：東京都建設局「過去の水害記録」 

  

 政策６－４ 災害に強いまちづくり 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

発生率 

回帰直線 
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施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

豪雨時等の水位上昇を把握する水位警報装置や、雨量計・地下道監視カメラの適切な

維持管理を通じて、区民の生命と財産を守ります。 
〔取組み内容〕 

○神田川水位警報装置維持管理の充実 

神田川の画像データ、水位データを区役所に送るための河川管理システムの維持保守

を行います。 

○降雨データ及び地下道冠水対策の充実 

豊島区内に設置している2か所の雨量計及び5か所の地下道監視カメラの維持保守を

行います。 

○ビックリガード冠水対策用の排水施設の管理運営 

豪雨等によりビックリガードが冠水した場合に備え、大型ポンプのある排水施設をビ

ックリガードに隣接して設置しています。ポンプの保守点検、排水槽に溜まった汚泥の

浚渫等を行います。 

 

（写真など） （写真など） 

〔H23.8.26 ウイロード冠水〕 〔H25.8.21 大塚三業通り冠水〕



 



- 35 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策６－５ 

安全・安心の強化 

○ 区民、事業者、警察その他関係機関と連携し、防犯パトロールや啓発イベ 

ント等の推進に努め、区民等の安全安心に対する認識の高揚を図り、犯罪や 

交通事故のない街を実現します。 

政策と施策の構成 

政策の概要 

  安全・安心の強化 

 ６－５－１ 治安対策の推進 

 ６－５－２ 交通安全対策の推進 

６－５ 
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施策 6-5-1 治安対策の推進 

  

 政策６－５ 治安対策の推進 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

【施策の目標】 

○ 犯罪を発生させない街づくりを推進します。 

○ 高齢者や児童、女性を対象とした犯罪被害を防止します。 

○ 繁華街における客引き等の迷惑行為を防止します。 

○ 暴力団等の反社会的勢力を根絶します。 

【現状と課題】 

○（現状）豊島区内における犯罪は、町会、商店街を中心に街頭防犯カメラの設置など

、官民一体となった犯罪抑止対策を推進した結果、平成 26 年の刑法犯の認知件数は、

過去 も多かった平成 15 年と比較し、-5,481 件、-47.3%と半減するなど数の上では

治安情勢は改善されています。 

○（現状）「ひったくり」や「振り込め詐欺」など高齢者を狙った犯罪や「強盗」「侵入

盗」などが発生し、不可解な動機による猟奇的な犯罪や国際テロの脅威と併せ、区民

の不安を増加させている現状にあります。 

○（課題）2020 年開催の東京オリンピック・パラリンピックを控え、観光客等の増加が

予想され、高齢者や女性、子供を犯罪被害から守るための対策の強化が求められてい

るほか、繁華街の客引き等の迷惑行為の根絶など環境改善に向けた課題があります。 
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※ 出典 警視庁データ・設置実績 ※出典 警視庁データ 

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

 犯罪のない、誰もが安心して暮らせるまちを実現するため、区民や各種団体、事業者、警

察その他関係機関との連携により、地域の安全活動に取り組みます。 

【取組内容】 

○地域安全対策 

 区民が安心して暮らせる町を作るため、防犯パトロール、携帯電話等への安全情報配信、

区民団体へのパトロール用資材支援などの治安対策を実施します。 

○青色防犯パトロール車の運用 

 区の安全・安心対策を強くアピールし、区民の安心感を確保するため、月曜から土曜の午

前５時３０分から午後９時３０分までの間、保育園・小学校等の子どもに関する施設等に立

ち寄りながら、区内全域をパトロールします。 

○地域防犯力向上設備の助成 

 区内のマンション・商店街等を対象として、防犯カメラ・防犯灯などの設備補助制度を実

施します。継続的に補助を実施することで、防犯機運の醸成及び地域の主体的な取組みによ

る防犯環境整備を促進し、地域全体の防犯力を向上させます。 
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【現状と課題】 

○（現状）豊島区では平成２４年１１月取得のセーフコミュニティ認証により地域にお

ける安全・安心に対する意識の高まりが芽生えてきています。また、自転車の安全利

用については平成２４年７月に東京都に先立って制定した「豊島区自転車の安全利

用に関する条例」により各主体の責務を明確化しています。このような取組みの効果

により事故件数及び事故による死傷者数は右肩下がりで減少しています。 

○（課題）一方、残念なことに豊島区内の交通事故による死者は毎年発生しているた

め、今後も継続して歩行者、特に子どもや高齢者、障害者を中心とした、交通事故防

止のための交通安全施設を整備するとともに、警察や学校、地域団体等と協力して、

広く交通安全の啓発活動を実施することにより、交通事故件数、負傷者数の減少及び

交通事故による死者数をゼロとすることが求められています。 

 

施策 6-5-2 交通安全対策の推進 

【施策の目標】 

○ 交通事故発生件数及び死傷者数減少の持続を目指します。 

○ 東京都内特有の傾向である、全体の事故件数に対し高い割合を占める自転車の事

故件数について減少を図ります。 

○ 児童、生徒や高齢者の事故防止に向けた、通学路安全対策及び道路機能の改善等を

行い、事故の起きにくい環境整備をすすめます。 

◆豊島区内交通事故発生状況 ◆周辺区・交通安全施設数量（区道）

  

 政策６－５ 安全・安心の強化 

地域づくりの方向６  人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 
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歩道(m)
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ｃ　歩行者用

防護柵（ｍ）
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道路反射鏡

（箇所）

新宿 295,418 89,768 30.4 45,703 15.5 1,881

文京 170,893 59,001 34.5 28,992 17.0 1,223

中野 338,843 48,563 14.3 12,950 3.8 1,814

杉並 621,709 75,040 12.1 36,606 5.9 4,884

豊島 283,937 58,680 20.7 39,175 13.8 2,217

北 335,769 139,316 41.5 97,855 29.1 1,355

板橋 683,057 243,209 35.6 172,415 25.2 2,455

練馬 1,047,252 164,311 15.7 85,200 8.1 6,299

計 3,776,878 877,888 23.2 518,896 13.7 22,128
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「平成２７年度豊島区交通安全区民のつどい」               「区立中学校での体験型交通安全授業（スケアードスト・レイト授業）」 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「東京の交通事故」（警視庁交通部発行） 出典；特別区土木関係現況調書（H26.4．1現在）

施策の達成度をはかる指標 

主な取組内容 

セーフコミュニティ国際認証都市としてふさわしい多様な取組みを展開し、交通事故発

生件数及び死傷者数減少の持続を目指すために、ハード面としての事故の起きにくい環境

整備及びソフト面としての意識啓発を進めます。 

〔取組内容〕 

〇交通安全施設整備の推進 

地域からの要望等に基づき区道の交通安全を図るため、道路標識、街路灯、ガードレール、

転落防止柵等の交通安全施設の設置及びスクールゾーンなどの維持管理を行います。 

〇交通安全啓発の推進 

交通安全運動での基本である子どもと高齢者の交通事故防止のため、区民ひろばを利用

した子育て世代及び高齢者向けの交通安全教育や区立中学校における、体験型交通安全教

育等多様な啓発活動を行います。 

〇自転車安全利用巡回指導の推進 

自転車利用者に対して交通ルールとマナーを直接指導することにより、未然の交通防止

を目的としウィロード及び池袋駅周辺において、委託業者による巡回指導を行います。 

〇自転車ヘルメット普及啓発の推進 

幼児・児童を自転車の転倒事故から守るため、区内在住又は在園・在学の１３歳未満の幼

児、児童の保護者が区内指定の店舗でＳＧマーク付き子供用ヘルメットを購入する場合、児

童の保護者に対して一定額の補助を行います。 

 


